
　１．はじめに

　障害者、高齢者の日常的な移動手段となっている

電動車いす、電動三輪車、四輪車は、これらユーザ

ーの身体的能力を考えると健常者の乗り物よりもよ

り一層の安全性、快適性を有していなければならな

い。ここでいう安全性、快適性とは、例えば自動車

で健常者が自ら安全のために実施している動作を、

乗り物の側で請け負い補うものである。具体的には

上り坂や下り坂での速度制御、ブレーキ操作を自動

で行う機能、コーナーでの自動減速等である。また

快適性については、例えばメンテナンスフリーのバ

ッテリー、タイヤ等が上げられる。

　これらの技術は車両自体の認知度が低いこともあ

って一般的にはほとんど知られていない。そこで本

稿では現在電動車いすに採用されている安全、快適

に関する技術を紹介する。

　２．電動車いすの概要

　電動車いすは、ＪＩＳ規格「電動車いすＪＩＳ Ｔ ９２０３：

１９９９」の形式分類によれば、自操用と介助用があり、
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　電動車いす等は障害者、高齢者の移動手段として徐々に定着しつつあるが、これらに求

められる安全性、快適性に関してどのような技術が用いられているかはほとんど知られて

いない。電動車いすにはJIS規格があり、そこで安全等に関する基本的な項目が定められ

ている。現在実用化されている技術として、安全性を高める速度制御や自動ブレーキシス

テムがあり、また付帯機能としてコーナーリング自動減速やスイッチ付き手動ブレーキ、

誤使用防止形クラッチがある。その他快適な使用を求めるための車載充電器、サスペンシ

ョン、高寿命バッテリー、パンク防止タイヤ、自動充電装置等の技術がある。
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外観及び用途により各々数種類の形式がある。この

うちＪＩＳでは現在生産量の多い自操用標準形、ハン

ドル形、座位変換形について規定している。

　自操用標準形は前二輪、後二輪の四輪で構成され、

駆動方式は限定していない。操作方式はジョイステ

ィックで行う。自操用ハンドル形は操舵を直接ハン

ドル操作によって行うタイプで、三輪または四輪が

ある。

　これらは性能で低速用と中速用に分類され、低速

用は最高速度４．５ｋｍ／ｈ以下、中速用は６．０ｋｍ／ｈ

以下と規定されている。

　また型式認定の取得条件として最高速度、車体の

寸法の他に原動機は電動機に限ることと決められて

いる。

　なお、道路交通法及び道路交通法施行規則により

電動車いすは歩行者として扱われており、そのため

運転免許証は不要である。

　２－１　自操用標準形

　自操用標準形は、手動車いすを操作できない障害

者が、屋内外を問わず移動できるような構造、機能

を有している。代表的な特徴として、ジョイスティ

ックによる片手操作が可能で、左右独立した後輪モ

ータ駆動により、回転差を利用して操舵する。また

一方を逆回転させることによってその場旋回ができ

ることも大きな特徴である。

　代表的な自操用標準形の外観をFig.1に示す。

　自操用標準形の一般的な特徴は、以下のとおりで

ある。

①ジョイスティックによる操向

②前輪前方にレッグサポートを装備

③大径後輪

④前輪キャスター

⑤後輪左右独立駆動

⑥介助用グリップ装備

⑦体をサポートするアームレスト

⑧モジュール構造または改造により個々のユーザー

へのセッティングが可能

　このように自操用標準形は手動車いすの発展型で

あり、外観もそれと類似している。

　２－２　自操用ハンドル形

　自操用ハンドル形は三輪と四輪があり、国内では

最近四輪形が主流となっている。後輪駆動が一般的

であるが、一部前輪駆動のものも存在する。車両寸

法が標準形に比べ大柄なこと、及びモータが一つで

ディファレンシャルギヤにより駆動力を伝えるので

標準形ほどの小回り性は期待できない。したがって

屋外使用となるが、操作の簡便さから手が使える障

害者及び足の弱い高齢者に使用されている。

　代表的な自操用ハンドル形の外観をFig.2に示す。

　自操用ハンドル形の主な特徴を以下に示す。

①ハンドルによる操向

②小径タイヤ

③アームレスト付きシート

④ヘッドランプ、ミラー等の保安部品を装備（装着

義務はない）

⑤外観意匠カバーの装備

　標準形に比べ、海外では電動スクータと呼ばれる

こともあるようにスマートな乗り物としてのイメー

ジが定着している。

　３．電動車いすの安全、快適に関する規格
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Fig. 1　自操用標準形電動車いす

バックレスト 

ひじかけ 

シート 

シートレバー 

ウインカー 

バッテリーカバー 

書類入れ（取扱説明書） バッテリー 

操作ボックス バックミラー 

手動ブレーキ 

バスケット 

ヘッドランプ 

Fig. 2　自操用ハンドル形電動車いす



　電動車いすの基本的な性能に関する規格について

は国内規格で前述のＪＩＳ Ｔ ９２０３：１９９９と、国際標準

規格であるＩＳＯ ７１７６シリーズがある。

　３－１　ＪＩＳ Ｔ ９２０３：１９９９

　ＪＩＳ Ｔ ９２０３：１９９９では電動車いすに関するさまざ

まな取り決めを記述しているが、ここでは安全、快

適に係わる内容を紹介する。性能規格をTable 1に

示す。

　これらの試験方法は同じＪＩＳの中に記述されてい

るので詳細は省くが、この規格は電動車いすに要求

される最も基本的なものである。最高速度は通常上

限を狙っているものがほとんどであるが、その他の

項目に関しては、実際の道路事情、環境を考えると

余裕を持って適合すべきである。現在市販されてい

る機種の中で、この規格すら満足していないものが

あり、購入の際は十分な検討が望まれる。

　３－２　ＩＳＯ ７１７６シリーズ

　ＩＳＯにおける電動車いす関連の規格は７１７６－１～

２４で記述されており、現在発行されたものもあれば

審議中のものもある。全般的にＪＩＳよりも詳細に規

格化されており、ＪＩＳも将来はＩＳＯに準ずることに

なると思われる。これらは現在国内で対策委員会を

設置し対応を検討中である。

　４．電動車いすの安全に関する技術

　電動車いすは基本的に手動車いすを操作すること

が困難な障害者の為の移動手段であるので、操縦を

簡単に且つ安全にできるようにさまざまな機能、装

備がある。

　ここでは安全に関する主な機能、装備を紹介する。

　４－１　速度制御

　速度制御は電動車いすの大きな特徴の一つで、ユ

ーザーである障害者、高齢者が平坦路、上り坂、下

り坂を問わず、適切な速度で走行できるよう車両側

で速度をコントロールする機能である。通常の自動

車ではこれらは運転者の判断に委ねているのである

が、電動車いすのユーザーの場合はさまざまな状況、

環境に対応できないことがある。この部分を車両側

で補うことによって安全かつ安心して使用すること

ができるようになる。この機能を司るのがメインコ

ントローラで、近年の電動車いすはほとんどどの機

種でメインコントローラに内蔵されたマイクロコン

ピュータによるモータ制御となっている。

　代表的な電動車いすの場合、モータ制御系は、四

つのＰＩＤ（比例・微分・積分）制御系と一つのオープ

ンループ（モータ電流、モータ回転数をフィードバ

ックしない）制御系からなり、それらの切り替えに

よって、モータを制御している（Fig.3）。ＰＩＤ制御系

は、アクセル信号、及び速度設定信号から演算され

た速度を目標速度とし、モータ回転数パルスから演

算された実速度を追従させる速度制御系と、実速度

やメインコントローラ温度などから演算されたモー

タ電流制限値を目標とし、モータ電流値を追従させ

る電流制御系に分けられる。速度制御系は、さらに、

補償器の違いによって、モータ駆動制御系、発電制
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モータ駆動 
制御系 
通常走行時 

発電制動 
制御系 
登坂停止時 

逆転制動 
制御系 

PID 
制御系 

速度 
制御系 

電流 
制御系 

降坂停止時 

過負荷時 

オープンループ制御系 
平坦路及び降坂停止時の初期段階 

PWM演算 

PWM演算 

PWM演算 

PWM演算 

PWM演算 

Table 1　ＪＩＳ Ｔ９２０３：１９９９による電動車いすの性能規格

性　能
項　目

中速用（MS）低速用（LS）
6.0km/h以下4.5km/h以下最高速度

機　能

10°の斜面を直進で登れること登坂性能
最高速度（実測値）の115%以内であ
ること降坂性能

平坦路制動性能1.5m以内で停止で
きること

制動性能 降坂制動性能3m以内で停止できる
こと
停止時の基準線からの変位量は
0.5m以内であること
10°の斜面で静止できること傾斜停止力
前方・後方各20°、側方15°の傾
斜に対して安定であること静的安定性

前進または後進により、助走なし
で25mm、及び助走ありで40mmの
段差乗り換えができること

段差乗り越え

幅100mmの溝を踏破できること溝踏破走行性
6°の傾斜面のS走路を逸脱及び異
常なく登降できること坂道走行性

3°の傾斜面での幅1.2mの走路を
逸脱しないこと斜面直進走行性

自操用標準型は幅0.9m、それ以外
は1.2mの直角路を曲がれること回転性能

車体、駆動システム、電気回路な
どに異常がないこと強制停止

表示された連続走行距離以上走れる連続走行距離
各部に破損、外れ及び使用上支障
のある変形がないこと垂直静荷重

強度・耐久性
各部に破損、外れ及び使用上支障
のある変形がないこと走行耐久性

Fig. 3　モータ制御系



動制御系、逆転制動制御系に分けられる。これらの

系は、それぞれ別のサブルーチンに割り付けられて、

モータ制御ＰＷＭ（パルス幅変調制御）の演算を行っ

ており、モータ状態設定のサブルーチン内で、次の

ような条件でどれか一つが選択される。

①モータ駆動制御系　通常走行時

②発電制動制御系　登坂停止時

③逆転制動制御系　降坂停止時

④電流制御系　モータ電流制限時（過負荷時）

　一方、選択されなかった系では、選択された系に

よって決まる境界条件によって、強制的に初期値が

設定され、選択された系とは別の系が次に選択され

ても、制御が連続するようになっている。

　また、オープンループ制御系は、実速度に関係な

く一定の割合でモータ制御ＰＷＭを減算しており、

平坦路及び降坂停止時の初期段階で選択され、フィ

ードバック制御系では問題になる、駆動系のガタに

よる、アクセルオフから減速開始までの時間遅れを

減少させている。

　４－２　電磁ブレーキ

　電磁ブレーキも電動車いすの大きな特徴の一つで

ある。電動車いすは走行操作を行うジョイスティッ

クやアクセルレバーを離した時に自動減速し停止す

るが、停止後に車両が動かないよう固定するのが電

磁ブレーキである。自動車でいうサイドブレーキが

自動で掛かるもので、この機能により坂道でも安心

して停止することが可能となる。

　ほとんどの機種で電源オンでブレーキ解除する無

励磁形の電磁ブレーキがモータと同軸に取り付けら

れている。自操用標準形における電磁ブレーキの代

表的な構造をFig.4に示す。

　電磁ブレーキはコントローラの駆動回路に接続さ

れ、これを制御する為に、マイクロコンピュータは

ブレーキ制御ＰＷＭを出力している。

　ブレーキの動作としては、モータ制御のためにア

クセル信号、及び速度設定信号から目標速度を演算

する時に、走行停止判別を行う。その判別結果が走

行ならば、ブレーキをオフにし、停止ならば、走行

から停止に切り替わって一定時間経過後、ブレーキ

をオンにする事が基本になっている。これに加えて

停止の場合には、実速度０から一定時間経過後にブ

レーキをオンにする条件と、モータの進行方向から

の逆回転でブレーキをオンにする条件が付加されて

いる。これは登坂中に停止する場合、車両が後進し

たあと停止させることによって起こり易い後方転倒

を防止するためである。また、ブレーキオフ動作時

には、ブレーキ制御ＰＷＭを最大としてブレーキを

オフにしたあと、ブレーキオフ保持電圧までブレー

キ制御ＰＷＭを徐々に下げ、電磁ブレーキ駆動のた

めの消費電力を低減している。

　Fig.5にこれらを図示する。

　４－３　手動ブレーキ

　前述のとおり、電動車いすには通常電磁ブレーキ

が装備され、自動でブレーキが掛かるようになって

いるが、ハンドル形はさらに手動ブレーキが装備さ

れる。これはＪＩＳにおいて登降坂時、駆動力が伝達

されない状態からでも、使用者の操作か自動で制動

できる装置を付けることになっているからである。

　この背景には、電磁ブレーキの固定を解除するク

ラッチ機構との関係がある。標準形の場合クラッチ

操作をするのは主に介助者であり、ユーザー自ら操

作することはあまり無いので安全であるのに対し、

ハンドル形はユーザー自身がクラッチ操作し、狭い
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ギヤ（三段目） 

ギヤ（二段目） 

電磁ブレーキ 
モータ軸 

出力軸（車軸） 

ギヤ（一段目） 

Fig. 4　駆動、制御系の断面図

通常走行は 
　　作動時PWM最大　　　保持電圧まで徐々に低下 

アクセル信号 

ブレーキオン 

ブレーキオフ 

走行停止判別 

速度設定信号 

停止 

走行 

実速度0を検知 
逆回転検知 

Fig. 5　ブレーキ制御系



駐車スペースに保管するような時に駐車ブレーキと

して機能させたいことが上げられる。一般的な手動

ブレーキ構造をFig.6、7に示す。

　この手動ブレーキの構造は、自動車、二輪車等で

使われる内拡式のものが一般的で、後輪を制動する

方式が多い。ブレーキの操作はハンドルにブレーキ

レバーを装備し、ユーザーがハンドルを握りながら

操作するよう配置されている。

　４－４　クラッチ

　クラッチ機能は、バッテリーを外して自走できな

い場合や、介助者が押して歩く時、または前述のよ

うに狭い車庫等への保管時に必要となるので、ほと

んどの機種ではクラッチが装備されている。

　クラッチ構造は各社さまざまであるが、一般的な

ものはギヤボックス内に噛み合いクラッチ機構が装

備され、この噛み合いをレバー等で操作しているも

のが多い。クラッチ構造の動作をFig.8に示す。

　自操用標準形の場合、駆動ギヤボックスが左右独

立しており、クラッチも個々に存在する。Fig.9の

ように操作レバーはギヤボックスの近くに配置して

あることが多い。

　自操用ハンドル形はギヤボックスが一つのため、

レバー部はメーカー各社でさまざまな機構がある。

自操用ハンドル形の代表的なものはFig.10のように

車両後部にリッドを設け、その中に操作レバーを収

納するタイプである。
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Fig. 6　手動ブレーキレバー
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Fig. 7　自操用ハンドル形の手動ブレーキ構造
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Fig. 9　自操用標準形のクラッチレバー
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Fig. 11　シートクラッチ



　このような構造の他、電磁ブレーキを機械的に直

接解除する構造のものや、ギヤボックス内のクラッ

チ構造を廃止し、電気的に電磁ブレーキを解除して

クラッチ機能とするものもある。

　この他、より安全な方法としてシートクッション

をクラッチレバーに見立て、Fig.11のようにクラッ

チ解除状態ではユーザーが乗れないようにする構造

もある。

　４－５　コーナーリング減速機能

　自操用ハンドル形において最高速度で走行中、急

ハンドルを切ると速度が増加したような感覚となり、

ユーザーが高齢者の場合、不安と感ずることがある。

特にそれが傾斜地の場合に内側後輪が浮くことがあ

るので注意が必要である。

　そこで、ハンドル切れ角を検知し、自動で減速す

るのがコーナーリング減速装置である。現在これに

は二通りの方式があり、一つはある切れ角で一度に

減速するタイプ、もう一つは切れ角に応じて徐々に

減速するタイプである。後者のハンドル切れ角と減

速の度合いはFig.12に示すとおりである。

　これによりコーナーリングのフィーリングを損な

うことなく、また少々の傾斜地でも安心して旋回が

できる。

　４－６　握り込み緊急停止機能

　自操用ハンドル形の場合、ハンドルを握りながら

アクセルレバーを操作し走行するが、突発的な事態

が発生し、緊急に停止したい時にアクセルレバーか

ら手を離すことができない場合が想定される。逆に

握り込んでしまうことがあり、特に高齢者の場合は

より顕著である。

　そこで、アクセルレバーを通常よりさらに握り込

んだ場合、そこで緊急停止するのが握り込み緊急停

止機能である。

　緊急に停止するので制動距離は通常のアクセルを

離した時に比べ、約半分の距離で停止する機種が多

い。

　４－７　故障診断

　故障診断はユーザーに直結する安全機能ではない

が、電動車いすの異常を警告し、故障を未然に防ぎ、

結果としてユーザーを安全に導く意味で重要な機能

である。代表的な故障診断は、その対応から大きく

分けると、走行可、走行停止、電源オフの三つの段

階に分けられる。

　走行可の段階では、警告表示とアラーム音のみで、

走行は可能である。診断内容としては、コントロー

ラ温度上昇による出力低下、急坂登坂、バッテリー

残量不足による停止前の警告等がある。

　走行停止の段階では、警告表示とアラーム音に加

えて、走行不可能となる。しかし電源（メインリレ

ー）はオンのままで、原因が取り除かれれば、走行

可能な状態に自動的に復帰する。診断内容としては、

コントローラの異常高温、モータの連続高出力、充

電ＡＣコードが接続されたままになっている等があ

る。電源オフの段階は、電装系に何らかの故障があ

ると判定された場合で、走行停止の上に、さらにメ

インリレーをオフし、以降、電源スイッチを切るま

で警告表示とアラーム音を続けるだけとなる。診断

内容としては、コントローラ制御系電源の異常、モ

ータショート、モータの回転数パルス信号の異常等

がある。

　５．電動車いすの快適に関する技術

　電動車いすを快適に使用できるよう、各メーカー

がさまざまな工夫を凝らしている。以下に現在実用

化されている機能について紹介する。

　５－１　車載充電器

　電動車いすはバッテリーに蓄電されている電気エ

ネルギーで走行するので、当然使用後は充電しなけ

ればならないが、外出先での充電が可能なように充

電器が車載されたのは数年前で、依然として車載さ

れていないものもある。特に自操用標準形は障害者

の補装具として給付されるが、電動車いす本体と充

電器が別々の給付であったことや、車両に納めるス
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ペースが小さいことからハンドル形より遅れていた。

　現在は、従来のトランス式充電器で車載している

車両もあるが、スイッチングレギュレータ式の充電

器を開発されたこともあって車載化が進んでいる。

　スイッチングレギュレータ式の特徴は高周波で電

源回路を構成するため、従来重量と容積のほとんど

を占めていたトランスが非常に小型ですむことであ

る。これにより全体的に小型化、軽量化された充電

器を車載することができた。

　また電源コードもFig.13に示すように自動巻き取

り式コードリールを採用し、より快適に使用できる

ようになった。特にフロントレッグシールド内にコ

ードリールを配置した車両は、高齢者にとって扱い

易くなっている。

　５－２　サスペンション

　サスペンションは乗り心地を向上させる機能とし

て最も効果のあるものの一つである。加えて接地性

を高め、駆動力を路面に的確に伝える効果も大きい。

　自操用標準形の場合、ホイールベース、トレッド

が小さく、四輪であることから接地性を重視し、ま

たユーザーの体への負担を軽減する目的で、以前か

らサスペンションを装備した車両が多かった。その

ほとんどがトレーリングアーム式サスペンションを

後輪のみに装備している。Fig.14にその代表例を示

す。また、自操用ハンドル形の場合は四輪タイプで

は接地性を重視してサスペンションを装備されるこ

とが多くなった。その多くが前輪を左右独立懸架と

している。Fig.15に一般的な前輪サスペンション構

造を示す。

　５－３　シールドバッテリー

　バッテリーは電動車いすの中で最も重要な部品の

一つであり、最も重い部品でもある。一般的な電動

車いすに搭載されるのは、安価で信頼性の高い鉛バ

ッテリーが大半を占めている。

　電動車いす用としては大量の放電、充電の繰り返

し使用に耐えうるよう設計されたサイクルサービス

用バッテリーが用いられているが、近年はさらに航

空機への搭乗や、メンテナンスフリーを要望する声

が大きく、バッテリー液の補充をしなくてもすむシ

ールドバッテリーが多用されるようになってきた。

一般的なシールドバッテリーはガラス繊維製のリテ

ーナに電解液をしみ込ませ完全密閉したもので、自

動車等に搭載されているメンテナンスフリーバッテ

リーとは別物である。

　電動車いすのバッテリーに要求される性能は安定

した充放電特性と容量、サイクル寿命であり、それ

がユーザーへの安心や快適な使用につながると考え

られる。バッテリーのサイクル寿命は、繰り返し使

用しても容量低下の少ないことが望まれる。

　Fig.16にシールドバッテリーのサイクル特性の一

例を示す。

　５－４　充電方式

　充電はバッテリーの性能、寿命を左右する大切な

要素で、各社さまざまな充電方式を採用している。

最も一般的な充電は定電流定電圧方式で、ある一定

の時間定電流を流し、バッテリー電圧が決められた

値まで上昇した時、電圧が一定になるように電流値

を下げていくものである。この方式を図に表すと

Fig.17のようになる。

　定電流定電圧方式は、バッテリーに優しく一定の

使われ方に対しては有効であるが、反面ある程度の

期間使用されなかったバッテリーを充電する際は充

電不足に陥る可能性もある。
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Fig. 14　自操用標準形のサスペンション

Fig. 15　前輪サスペンション
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Fig. 16　バッテリーサイクル寿命



　これに対し、性能が低下したバッテリーを刺激し、

活性化させる方式として二段階定電流方式がある。

この方式の特徴は、ある時間定電圧で充電した後、

再び電流値を一定に保つよう電圧を上げるもので、

電流を押し込むような形となる。この方式の一例を

図に表すとFig.18のようになる。

　これら二つの方式を適宜行うことによってバッテ

リーをリフレッシュし、常に最適な状態を保つよう

にしている。

　５－５　パンクレスタイヤ

　電動車いすの場合、ユーザーが障害者、高齢者で

あるため、パンクした場合のタイヤ交換、修理がで

きず、またスペアタイヤは装備していないのでその

場で立ち往生してしまうことになる。

　また電動車いすのタイヤは街の自転車店やガソリ

ンスタンドでパンク修理を引き受けてくれないこと

がある。このような状況にならないよう近年はパン

クレスタイヤが装備されている。

　現在の一般的なパンクレスタイヤは、タイヤチュ

ーブの代わりにウレタン樹脂を注入し、タイヤ内部

を完全な中実状態にしたものである。この方式は重

さや路面の振動伝達の面で不利であるが、完全なパ

ンクレスであり、電動車いすには適している。今の

ところ自操用ハンドル形で普及しているが、標準形

は今後の課題となっている。

　５－６　バッテリー残量表示

　バッテリーの残量表示はユーザーに安心して使用

してもらうための大切な要素である。一部の機種を

除いてほとんどが複数のＬＥＤ（発光ダイオード） で残

量表示をしており、きめ細かい情報を提供している。

ＬＥＤ表示は単なるバッテリー電圧を表示するタイ

プもあるが、消費している電流も加味し、その時点

の正確な残量を表示するようなものもある。このタ

イプでは電圧のみを表示しているもののように上り

坂で残量が減ることもなく、また下り坂で増えるこ

ともない。またユーザーの心理として一灯目が消え

ると不安になることから、Fig.19に示すように一灯

目に重みを置いているのが一般的である。

　６．おわりに

　以上、電動車いすの安全、快適に関する技術で、

現在実用化されているものについて報告した。ＪＩＳ

で規定している安全に関する内容は必要最小限のも

ので、メーカーとして最低限保証する義務があるも

のである。しかし、これらの全てを満足していない

機種が市販されているのが実情である。これは型式

認定の取得及びＪＩＳへの適合は義務化されていない

からで、業界としても真剣に取り組まなければなら

ない問題でもある。

　また電動車いすに求められている最も重要なもの

は故障しない信頼性である。パンク一つとってもユ

ーザーは立ち往生してしまうので車両側での信頼性、

メンテナンスフリー化は今後も重要な課題と言える。

　一方で車両側の対応だけでなく、自動車のような

定期点検の実施、ユーザーへの指導、例えば交通安

全の啓蒙活動を実施していくことが電動車いす全体

の安全性、快適性につながると考えている。
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